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令和５年度勝浦町星谷運動公園遊具設置及び撤去 仕様書 

１ 事業名 

令和５年度勝浦町星谷運動公園遊具設置及び撤去 

 

２ 設置箇所 

  徳島県勝浦郡勝浦町大字星谷字石田 19番地 1 

 

３ 目的 

 本公園の遊具は前回の設置から１４年を経過してきており、整備が必要であるほか、町民からリ 

ニューアルの要望が上がっている。サッカーやグラウンドゴルフなど様々なスポーツで賑わってい 

るが、さらなる利用の促進や低年齢の子どもたちに利用してもらうため遊具の設置を行う。 

 

４ 履行場所 

別紙「位置図」のとおり 

 

５ 履行期間 

  契約日から令和６年２月２９日 

 

６ 設置・撤去内容 

設置 

No 遊具名 参考品（製造会社・品名・品番） 数量 備考 

１ ちびっこハウス 

株式会社ジャクエツ 

化石ハウス(J08H005B) 

※恐竜を連想する遊具が望ましいこと 

１基 図面あり 

２ 小型すべり台 

タカオ株式会社 

ひよこスライダー（PG33-SU004） 

※側面を恐竜の絵柄に加工すること 

１基 図面あり 

３ ネット遊具 

株式会社サトミ産業 

恐竜ジム(T50400) 

※恐竜を連想する遊具が望ましいこと 

１基 図面あり 

４ ユニット砂場 

マスセット株式会社 

ユニット砂場 

※現在、砂地であるため、砂場の枠のみア

ンカーで固定し、ユニットがずれないよ

う下地を掘って土を入れる基礎作りを 

 行うこと 

※形状は直径４ｍ程度で円形とする 

※砂場内には３立米程度の細目砂を入れ 

ること 

１基 図面あり 
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  撤去 

No 遊具名 参考品（製造会社・品名・品番） 数量 

１ スプリング遊具 

株式会社ジャクエツ 

①スプリングペットウサギ（J3H009K） 

②スプリングペットカメ（J3H0011K) 

※撤去遊具写真を参照 

２基 

 

７ 設置・撤去条件 

 ⑴遊具の撤去設置等にあたっては、利用者の安全に十分留意すること。 

 ⑵遊具の設置場所については別紙「配置図」のとおりとし、詳細な決定は契約後に行う。 

 ⑶「都市公園における遊具の安全確保に関する指針 H２６．６」（国土交通省）に適合していること。 

 ⑷遊具の撤去設置に係る後片付け及び清掃は入念に行うこと。 

 

８ 同等品について 

  上記の参考品以外での応札については同等品以上で可能とする。下記項目を満たすものとし、同 

等品以上での納品を希望する場合は、１０月２０日（金）までに、提案協議書及び見積予定品名が 

確認できるカタログ等の写しを提出すること。 

 ⑴「都市公園における遊具の安全確保に関する指針 H２６．６」（国土交通省）に適合していること。 

 ⑵生産物賠償保険に加入していること。 

 

９ その他 

 ⑴入札にあたっては、必ず現地確認を行うこと。 

 ⑵入札金額は、運賃・取り付け、調整、組み立て、既存撤去処分の費用を含むこと。 

 ⑶納入時包装等、ごみとなるものは受注者の責任において処分すること。 

 ⑷納入時には発注者の指示に従うこと。受注者は、納入時に施設の損傷の恐れがある場合には、適 

  切な方法で養生を行うこと。破損、汚れ、傷などをつけた場合は、速やかに発注者に報告を行う 

  とともに、受注者の責任において補修すること。 

 ⑸設置前後の写真を撮影し、納品書とともに提出すること。 

 ⑹この仕様書について疑義を生じた場合は、発注者と協議すること。 


